
次世代育成支援のための新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  
開催要綱  

1 目的  

現在、地方自治体関係者や労使関係者などからなる社会保障審議会少   

子化対策特別部会において、『「子どもと家族を応援する日本」重点戦   

略』等に基づき、国・地方・事業主・個人の負担の組み合わせによって   
支える包括的な次世代育成支援のための具体的な制度設計についてこ 税   

制改革の動向を踏まえつつ検討が進められているところであり、本年5   
月に「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考   

え方」がとりまとめられたところである。   

「経済財政改革の基本方針2008」等において、「保育サービスに係る   

規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場に   
立って、平成20年内に結論を出す」こととされており、今後、これに基   

づき、少子化対策特別部会においてさらに議論を進めることとしている   

が、この議論に資するため、雇用均等・児童家庭局長が、保育事業者等   

の参集を求め、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関して   

議論を行うため、本検討会を開催することとする。  

2 構成  
（1）検討会の構成員は別紙のとおりとする。  

（2） 検討会に座長を置く。  

3 検討事項  

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する検討等  

4 運営  

検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局保育課が行う。  

5 その他  
この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長   

が雇用均等・児童家庭局長と協議の上、定める。   



検討会の公開の取扱いについて（案）   

検討会、議事要旨及び資料を公開とする。   

ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、会議を非公開とすること  

ができることとする。  

【「特段の事情がある場合」とされる具体例】   

※「審議会等会合の公開に関する考え方」（厚生労働省通知）より抜粋  

① 個人に関する情報を保護する必要がある。  

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの   

圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決定の   

中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれが   

ある。  

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、   

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。  

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそ   

れがある。   




